
 

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に対する会長声明 

 

１ 政府は、２０１５年（平成２７年）３月１３日、第１８９回国会に「刑事

訴訟法等の一部を改正する法律案」を上程した。 

この改正案には、取調べの録音・録画制度の創設、弁護人による援助の充実

化、証拠開示制度の拡充など、これまで日弁連や当会が求めてきた制度が一部

盛り込まれるなど評価すべき部分も少なくない一方、通信傍受法の一部改正な

ど看過できない問題のある改正内容も含んでいる。 

 

２ まず、弁護人による援助の充実については、被疑者国選弁護制度の対象事

件の範囲について、法定刑による区別をせずに勾留状が発せられている全て

の被疑者に対象が拡大された上、弁護人選任権に関する被疑者・被告人への

教示も拡充されるというものである。痴漢事件（迷惑防止条例違反）等、こ

れまで被疑者国選弁護制度の対象外とされていた事件においても、冤罪事件

が多数生じてきていたのであり、事件名により弁護人の必要性に変わりがあ

るわけではなく、かかる形で改正がなされることは評価されるべきである。 

また、証拠開示制度の拡充については、公判前整理手続に付された事件にお

いて証拠の一覧表の交付義務が検察官に課され、類型証拠開示の対象も拡大さ

れることになる。一覧表に記載しなくてもいい例外条項が広く解されるおそれ

があるなど、不十分な点もあるが、検察官手持ち証拠に関する情報がほとんど

得られなかったこれまでの状況から考えれば大きな一歩となる改正内容であ

り、かかる形で改正がなされることについては概ね評価できる。 

 

３ さらに、取調べの録音・録画制度の創設については、これまでも日弁連や

当会が強く求めてきたところであり、録音・録画が単なる捜査機関の裁量で

はなく義務となったこと、録音・録画をしなくてもいい例外についても相当

程度狭められたことなどについては十分評価できるところではあるが、対象

事件が裁判員裁判事件と検察独自捜査事件という極めて狭い範囲に限定され

てしまっている。 

  無論、設備等の問題から、段階的に対象範囲を拡大していくという考えは

理解できないわけではないが、取調べの録音・録画制度の創設に関する施行

時期は法案成立後３年以内とされており、十分に時間的余裕があることから

すれば、今後の国会審議の中で、さらに対象事件を拡大する方向で法案が修

正されてしかるべきであるし、附帯決議等において今後の対象範囲の拡大に

ついて具体的に定めることなどが必要となるはずである。 

 



 

４ 一方で、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設及び刑事免

責制度の創設は、いわゆる「司法取引」を制度として初めて日本に導入する

法改正内容となる。 

  「司法取引」に関する制度については、これまでも導入が検討されてきた

こともあったが、そもそも日本の正義の理念や風土に馴染まないのではない

かという考えに加え、自己の罪を免れ、あるいは軽くするために虚偽の供述

がなされ冤罪事件を生み出しかねないという大きな懸念がある。 

  したがって、かかる制度を導入するとすれば、国民全体での議論に加え、

冤罪を防止するための制度や措置についても十二分に検討される必要がある

のであり、１回の国会会期での審議では不十分である。 

  その意味では、他の刑事訴訟法等の改正と一緒に審議していくのには馴染

まず、司法取引に関する法改正部分については、他の改正部分と切り離し、

十分な国民全体での議論や国会での審議がなされていくべきである。 

 

５ 最後に通信傍受法の一部改正については，従来，組織的殺人など特殊な犯

罪類型に限られていた対象事件を，傷害，詐欺，恐喝，窃盗などの通常の犯

罪にまで大幅に拡大するとともに，これまでの手続を緩和する新たな傍受方

法の導入が盛り込まれている。 

通信傍受法制定前の検証許可状により実施された電話傍受の適法性につい

て，最高裁判所平成１１年１２月１６日第三小法廷決定は，「重大な犯罪に係

る被疑事件」であることを要件としていた。また，通信傍受法の制定にあたっ

て，憲法上明記された重要な基本的人権である通信の秘密などが不当に侵害さ

れる可能性を踏まえて，対象範囲を絞り，傍受の実施方法の要件が定められて

いたものである。 

ところが、上記の改正案は，このような最高裁判例等の考え方を半ば無視し、

「振り込め詐欺」や「組織窃盗」等の類型に限定することなく、一般の傷害や

詐欺、窃盗などにまで範囲を拡大し、しかも手続に関しては、これまで必要と

されてきた通信事業者等の立会・封印等の措置も不要とするものである。 

特に詐欺については、いわば「人を騙す」罪であり、経済活動を含む社会活

動を行うものであれば誰でも、騙されたと感じた相手方による被害届や告訴に

よって容易に被疑者となりうる犯罪類型なのであり、誰しも捜査機関から通信

傍受をされるおそれが現実化する法改正内容となっているのである。 

憲法の保障する通信の秘密や適正手続の保障の趣旨を徹底する観点からす

れば，通信傍受法の一部改正案には極めて重大な問題があることは明らかであ

り，国会における審議においては、これを他の法改正部分と分離し、すみやか

に廃案されるべきである。 



 

６ 以上のとおりであり、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」には、すみ

やかに法改正がなされるべき部分、その対象範囲等を拡大する方向で修正や

審議がなされるべき部分、今国会だけで結論を出すべきではない部分、すみ

やかに廃案されるべき部分がそれぞれあるのであり、国会においては政府か

らの法案内容に囚われ過ぎることなく、慎重に取り扱い、審議されるよう求

める。 

２０１５年（平成２７年）４月２２日 
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